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は
じ
め
に

越
中
国
荘
園
惣
券

砺
波
郡
石
粟
村
図
の
現
地
比
定

は
じ
め
に

越
中
国
は
、
大
伴
家
持
が
国
守
と
し
て
赴
任
し
、
足
か
け
五
年
の
在
任
中
に
詠

ん
だ
歌
が
、

万
葉
集
に
収
め
ら
れ
今
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
多
様
な
古
代

の
事
象
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
士
地
と
な
っ
た
。
と
り
わ
け
砺
波
地
域
に
つ
い
て

は
日
本
古
代
史
の
研
究
上
よ
く
知
ら
れ
る
こ
類
の
古
代
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

ひ
と
つ
は
東
大
寺
の
墾
田
地
獲
得
と
そ
の
開
墾
に
関
わ
る
回
図
と
古
文
書
、

い
ま

ひ
と
つ
は
越
中
国
官
倉
納
穀
交
替
帳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
も
、
先
学
の
重

厚
な
諸
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
を
見
直
し
て
み
る
こ

と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
機
会
に
思
う
と
こ
ろ
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た

し、

鈴

木

景

嵯
峨
源
氏
国
司
政
策
と
開
発

お
わ
り
に

越
中
国
荘
園
惣
券
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古
代
の
国
家
は
い
わ
ゆ
る
公
地
公
民
制
を
基
本
と
し
、
耕
地
を
把
握
し
管
理
す

る
こ
と
を
目
指
し
た
。
そ
し
て
天
平
一
五
年
（
七
四
三
）

の
墾
田
永
年
私
財
法
の

施
行
を
契
機
と
し
て
、
各
地
で
個
々
の
主
体
に
よ
る
開
墾
が
推
進
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
金
田
章
裕
氏
は
、
こ
の
奈
良
時
代
半
ば
の
土
地
開
墾
の
増
加
に
よ

り
、
土
地
の
状
況
把
握
の
作
業
が
複
雑
に
な
り
、

そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
整
備

回
籍
・
田
図
、
条
里
プ
ラ
ン
に
よ
る
耕
地
の
把
握
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
研
究
の
主
要
材
料
が
、
東
大
寺
に
伝
来
し
た
荘
園
の

が
進
ん
だ
の
が
、

田
図
お
よ
び
そ
の
関
係
文
書
で
あ
る
。
東
大
寺
の
荘
園
は
北
陸
地
方
に
多
く
設
定

さ
れ
、

そ
の
中
で
も
越
中
国
の
史
料
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
天
平
宝

字
三
年
（
七
三
九
）

の
田
図
群
は
、
そ
れ
と
対
に
な
る
土
地
台
帳
「
越
中
国
諸
郡

荘
園
惣
券
第
一
」
（
以
下
「
惣
券
」
と
略
す
。
）
が
併
せ
て
残
さ
れ
て
い
る
点
が
重

要
で
あ
る
。
こ
の
惣
券
は
全
面
に
「
越
中
国
印
」
が
捺
さ
れ
た
正
文
で
あ
り
、
条



里
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
墾
田
地
の
受
記
簿
の
在
り
方
を
示
し
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が

読
み
と
れ
る
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
。

私
は
以
前
、
こ
の
史
料
を
田
図
と
見
比
べ
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
帳

簿
が
国
衝
の
保
持
し
て
い
た
公
田
の
国
籍
か
ら
、
墾
田
地
に
該
当
す
る
部
分
を
抜

き
出
し
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
際
は
、
活
字
本
『
大
日
本

古
文
書
』
（
編
年
文
書
）

と
正
倉
院
事
務
所
撮
影
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
写
真
を

検
討
材
料
と
し
た
。
写
真
に
は
、
文
字
の
修
正
痕
ら
し
く
見
え
る
部
分
も
あ
り
気

に
掛
か
っ
て
い
た
が
、

そ
の
後
、
幸
い
に
も
こ
の
文
書
が
、
奈
良
国
立
博
物
館
で

か
ん
す
ぽ
ん

し
か
も
、
長
大
な
巻
子
本
で
あ
る
に
も
か
か

の
「
正
倉
院
展
」
に
出
陳
さ
れ
た
。

わ
ら
ず
、
全
面
が
展
開
さ
れ
て
お
り
詳
細
に
観
察
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
時
に
読
み
と
る
こ
と
の
で
き
た
情
報
に
基
づ
き
書
類

作
成
状
況
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

現
物
を
見
て
先
ず
分
か
っ
た
の
は
、
記
述
す
る
郡
が
変
わ
る
ご
と
に
料
紙
を
改

め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
明
確
な
の
は
、
巻
頭
か
ら
砺
波
郡
ま
で
の
六
行
の
部
分

で
あ
る
。越

中
国
検
定
東
大
寺
墾
田
地
漆
処

惣
地
（
町
段
歩
略
）

開
田

未
開

砺
波
郡

合
伊
加
流
伎
野
地
壱
伯
町
（
割
注
略
）

射
水
郡

（
以
下
略
）

天
平
宝
字
三
年
時
点
で
、
砺
波
郡
に
は
東
大
寺
の
墾
田
地
は
伊
加
流
伎
野
地
一

か
所
し
か
な
く
、

し
か
も
こ
の
時
点
で
は
未
開
墾
で
あ
っ
た
の
で
坪
付
記
載
も
不

要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
巻
頭
か
ら
同
郡
ま
で
の
記
載
は
わ
ず
か
六
行
で
あ
る
。

そ
の
記
述
部
分
の
み
で
料
紙
の
第
一
紙
が
終
わ
り

つ
ぎ
の
射
水
郡
の
料
紙
が
貼

り
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
頭
の
横
界
線
は
こ
の
継
ぎ
目
で
ズ
レ
て
い
る
が
、

国
印
の
印
影
は
継
、
ぎ
目
を
跨
い
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
分
か
る
の
は
、

横
界
線
を
引
い
た
料
紙
に
砺
波
郡
の
分
ま
で
六
行
を
清
書
し
た
後
、
料
紙
に
余
白

が
十
分
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
射
水
郡
の
記
述
を
続
け
て
書
か
ず
に
余
白
を

切
断
し
た
こ
と
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
清
主
聞
が
郡
ご
と
に
行
わ
れ
、

そ
れ
ぞ

れ
の
完
成
後
に
四
郡
分
を
貼
り
継
い
で
成
巻
し
、
国
印
を
捺
し
た
と
い
う
作
業
手

順
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、

元
に
な
っ
て
い
る
資
料
は
お
そ
ら

く
国
街
の
田
籍
、
が
、
郡
ご
と
の
ま
と
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
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二
つ
目
に
気
づ
い
た
こ
と
は
、
条
里
呼
称
の
記
載
の
行
頭
の
上
下
位
置
を
誤
り
、

修
正
し
た
痕
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
図
録
の
写
真
で
も
注
視
す
る

と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
射
水
郡
の
始
め
の
部
分
を
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ

る。
射
水
郡

合
（
面
積
略
）

開
田
（
面
積
略
）

未
開
（
面
積
略
）

－
田
村
地
壱
伯
参
拾
町
・
段
士
宮
伯
玖
拾
弐
歩
（
割
注
略
）

開
閉
（
面
積
略
）

未
開
（
面
積
略
）

七
僚
・
田
上
里
（
面
積
略
）
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（
坪
付
略
）

－
回
里

（
面
積
略
）

（
坪
付
絡
）

桜
田
里
（
面
積
略
）

（
坪
付
略
）

八
僚
新
大
葦
原
里
（
面
積
略
）

（
坪
付
略
）

新
葦
原
南
里
（
面
積
路
）

こ
の
部
分
の
修
正
の
前
後
の
書
式
を
模
式
的
に
示
す
と
、
左
記
の
よ
う
に
な
る
。

【
修
正
後
（
現
行
）
｝

0
0郡

0
0村

O
条

O
O里

0
0里
（
同
じ
条
の
里
）

O
条

O
O里

0
0里

（
同
じ
条
の
卑
）

｛
修
正
前
】

0
0郡

0
0村

O
条

O
O里

0
0里

（
同
じ
条
の
皇
）

O
条

O
O里

0
0里

（
同
じ
条
の
里
）

記
載
様
式
は
、
範
嬬
ご
と
に
行
頭
を
一
文
字
分
ず
つ
下
げ
る
公
文
書
の
書
式
に

則
る
も
の
で
、
村
（
荘
に
当
た
り
、
開
回
図
の
各
枚
に
相
当
）
ご
と
に
、
条
里
呼

称
順
に
各
坪
の
利
用
状
況
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
は
公
文
通
例
の
、

行
頭
を
示
す
横
界
線
が
上
部
に
三
段
施
さ
れ
、
最
上
段
が
郡
、
二
段
目
が
村
（
荘

園
名
）
、
三
段
目
が
里
名
、

そ
れ
ぞ
れ
の
行
頭
の
位
置
で
あ
る
。
た
だ
し
里
名
の

段
は
、
僚
の
初
め
は
口
俊
口
里
と
記
す
。
さ
て
、
筆
記
者
は
最
初
の
書
写
時
に
、

条
里
プ
ラ
ン
の

O
条

O
O里
の

「
里
」
を
、
「
村
」

と
同
範
時
と
誤
認
じ
て
い
た

ら
し
く
、
村
と
里
の
行
頭
を
同
じ
段
に
書
き
記
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
各

里
名
の
行
を
擦
り
消
し
て
、
行
頭
を
一
段
（
一
字
分
）
下
げ
る
修
正
を
行
っ
て
い

る
。
こ
の
修
正
は
全
巻
に
及
ん
で
い
る
の
で
、
全
体
の
清
書
後
に
気
づ
い
て
直
し

た
ら
し
い
。
国
印
は
修
正
後
に
捺
し
て
い
る
。
条
里
呼
称
の
条
の
下
位
の

「皇」

と
、
国
郡
里
制
以
来
の
里
と
い
う
行
政
単
位
用
語
、

そ
れ
と
「
村
」
と
い
う
語
集

の
関
係
で
混
乱
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
金
田
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
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条
皇
シ
ス
テ
ム
の
成
立
過
程
に
よ
る
と
、
条
里
の
里
名
は
そ
の
後
、
数
字
表
記
と

併
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
単
な
る
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
で
あ
る
が
、
惣
券
は
そ
の

過
渡
期
の
紛
ら
わ
し
い
状
態
で
、
条
里
呼
称
シ
ス
テ
ム
に
官
人
が
慣
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

砺
波
郡
石
栗
村
図
の
現
地
比
定

数
の
少
な
い
越
前
の
開
田
図
は
図
に
山
容
な
ど
の
景
物
、
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
比
定
地
が
確
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
数
の
多
い
越
中
国
の

図
は
有
力
な
候
補
地
は
あ
る
も
の
の
確
定
で
き
て
い
な
い
。
図
に
景
物
が
ほ
と
ん

ど
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
条
里
の
復
元
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
な
ど
が
要
因

で
あ
る
。

砺
波
郡
域
の
三
図
（
石
栗
村
・
戸
加
流
伎
・
井
山
村
）

は
、
記
述
内
容
か
ら
南

tosho17
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北
相
互
に
連
続
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
中
間
の
伊
加
留
岐
図
の
東
端
に

は
山
稜
も
し
く
は
山
裾
か
と
み
ら
れ
る
線
描
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
地
比
定
の
有

力
な
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
る
。
砺
波
郡
域
で
東
側
に
南
北
方
向
の
山
地
a

丘
陵

が
あ
る
と
す
れ
ば
射
水
丘
陵
西
辺
付
近
し
か
な
い
。

し
た
が
っ
て
田
図
の
現
地
比

定
を
す
る
に
は
、
縦
に
つ
な
い
だ
三
図
を
、
こ
の
地
域
の
地
図
上
に
乗
せ
南
北
方

向
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
、
描
写
物
が
一
致
す
る
地
点
を
探
す
と
い
う
作
業
を
行
う

こ
と
に
な
る
。

現
地
比
定
案
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
金
田
氏
の
案
で
あ
る
。
同
氏

は
回
図
の
条
里
や
用
水
の
検
討
と
と
も
に
、
伊
加
留
岐
図
の
描
線
の
商
突
出
部
分

を
砺
波
市
宮
森
新
の
近
似
地
形
に
比
定
さ
れ
た
。
こ
の
見
解
は
、
諸
条
件
に
適
う

説
で
あ
る
が
、
井
山
村
図
だ
け
が
推
定
地
の
地
形
に
制
約
さ
れ
て
方
位
を
や
や
異

に
す
る
必
要
が
生
じ
て
し
ま
う
点
な
ど
に
問
題
が
残
る
。

こ
れ
ら
の
図
に
は
い
ま
一
つ
、
手
が
か
り
と
な
る
描
線
が
あ
る
。

石
粟
村
図
に

描
か
れ
た
道
で
あ
る
。

石
粟
村
は
、

「
越
中
国
砺
波
郡
官
施
入
田
地
図

奈
良
麻

呂
地
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
政
変
を
起
こ
し
て
敗
れ
た
橘
奈
良
麻
呂
の
没
収
地

を
政
府
が
東
大
寺
に
施
入
し
た
土
地
で
あ
る
。
他
の
図
に
も
村
名
注
記
の
あ
る
道

が
記
さ
れ
る
が
、
南
北
方
向
の
た
め
現
地
比
定
の
特
徴
を
つ
か
み
に
く
い
。
こ
れ

に
対
し
て
石
栗
村
図
の
道
は
東
西
に
近
い
曲
線
で
あ
る
こ
と
、
郡
家
を
結
ぶ
主
要

道
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
有
力
な
指
標
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

で
旧
版
地
形
図
の
射
水
丘
陵
西
辺
と
石
粟
田
図
を
見
比
べ
る
と
、

回
図
の
道
が
現

在
の
県
道
九
号
（
富
山
戸
出
小
矢
部
線
）

の
形
状
と
酷
似
す
る
こ
と
は
誰
の
目
に

も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
一
九
九
三
年
に
西
井
龍
儀
氏
、
が
こ
の
こ
と
を
指
摘

し
て
お
ら
れ
た
由
で
あ
る
。
古
代
の
地
域
問
主
要
道
の
在
り
方
を
考
え
る
と
、
こ

の
道
が
石
粟
村
図
の
描
線
の
道
と
一
致
す
る
可
能
性
が
高
い
。

図
に
「
従
利
波
往
婦
負
（
砺
波
よ
り
婦
負
へ
往
く
。
）
横
路
弁
溝
際
」

と
注
記

さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
道
は
婦
負
郡
家
と
砺
波
郡
家
を
結
ぶ
道
で
あ
る
。
郡
家
を

結
ぶ
道
は
、
古
代
交
通
史
研
究
上
で
は
伝
路
と
し
て
、
駅
路
と
並
ぶ
国
家
支
配
の

面
が
強
調
さ
れ
る
が
、
本
来
そ
れ
は
昔
か
ら
の
地
域
の
中
心
地
を
結
ぶ
主
要
道
で
、

自
然
条
件
の
上
で
も
傾
斜
変
換
点
を
つ
な
ぎ
湧
水
地
点
を
通
る
な
ど
好
条
件
な
道

と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
交
通
路
は
駅
路
と
は

違
い
、
そ
の
後
も
長
く
地
域
間
の
主
要
道
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

県
道
九
号
は
、
「
巡
見
使
道
」
と
呼
ば
れ
（
『
三
州
地
理
志
稿
』
）
、
木
曽
義
仲
進

軍
の
道
と
も
さ
れ
、
慶
長
一
四
年
（
一
六

O
九）

沿
道
に
は
弓
の
清
水
、
櫛
田
神
社
が
位
置
す
る
。
婦
負
郡
家
の
場
所
は
不
明
で
あ

ま
で
は
北
陸
道
本
道
で
あ
り
、

る
が
丘
陵
の
北
か
ら
東
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
、
砺
波
郡
家
の
可
能
性
が
あ
る
砺

波
市
道
林
寺
遺
跡
へ
の
道
と
し
て
県
道
九
号
は
よ
く
適
合
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の

沿
道
に
八
・
九
世
紀
の
大
型
建
物
の
あ
る
常
国
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
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こ
の
道
が
古
代
の
主
要
道
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。

一
方
で
回
図
に
措
か
れ
た
道
の
形
状
が
、
ど
れ
ほ
ど
実
態
を
示
し
て
い
る
か
と

い
う
点
が
問
題
と
な
る
。
図
を
み
る
と
、
制
作
当
初
に
は
、
道
と
溝
が
条
里
プ
ラ

ン
の
方
限
界
線
に
沿
っ
て
引
か
れ
て
い
た
が
、
あ
る
段
階
で
そ
の
線
を
塗
り
消
し

て
、
条
里
方
眼
の
部
分
を
斜
め
に
通
る
線
に
修
正
し
て
い
る
。
こ
れ
は
実
地
調
査

な
ど
で
判
明
し
た
実
状
に
よ
り
修
正
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
奈
良
時
代
の
実

状
を
か
な
り
正
し
く
記
入
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
が
、

｜日
版

地
形
図
の
主
要
道
の
道
筋
と
合
致
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

石
粟
村
図
の
郡
家
を
結
ぶ
道
が
ほ
ぼ
現
在
の
県
道
九
口
ず
で
あ

る
と
す
る
と
、

そ
れ
を
基
準
指
標
と
し
て
石
菓
図
を
現
在
の
地
図
上
に
乗
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

石
粟
村
の
範
囲
は
、
県
道
九
口
す
を
北
の
境
界
と
し
て
南
に
広
が
る





範
囲
と
な
る
。

元
々
橘
奈
良
麻
呂
と
い
う
準
皇
族
の
用
地
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
主

要
交
通
路
に
接
し
て
い
る
好
条
件
の
土
地
で
あ
る
と
し
て
理
解
し
易
い
。

ま
た
、

図
の
西
辺
、
国
分
寺
領
と
の
境
界
線
は
県
道
一
一
号
（
新
湊
庄
川
線
）
と
重
な
る

よ
う
に
見
え
る
。
図
の
西
南
の
隅
に
は
、
用
水
か
道
の
よ
う
な
僅
か
な
平
行
線
が

あ
る
。
実
は
石
粟
荘
に
は
、
も
う
一
点
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
付
近
を
描
い
た
紙
の
絵

図
の
断
簡
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
天
平
神
護
一
元
年
（
七
六
五
）

の
絵
図
の
可
能
性

が
高
い
も
の
で
あ
る
（
『
日
本
荘
園
絵
図
衆
影
』
釈
文
編
一
解
説
）
。
そ
れ
を
み
る

と
、
こ
の
平
行
線
に
は
「
大
溝
」
と
記
さ
れ
、
東
の
方
眼
の
部
分
へ
も
入
り
こ
ん

で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
旧
版
地
形
図
の
砺
波
市
域
の
東
保
付
近
の
用
水
に
該

当
す
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
の
よ
う
に
比
定
す
る
と
、
金
田
氏
の
比
定
地
よ
り
も
北
へ
約
二
回
の
地
点
に

比
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

そ
の
南
に
続
く
伊
加
留
岐
・
井

山
の
二
図
の
比
定
地
も
同
じ
よ
う
に
ず
れ
る
こ
と
に
な
る
。
井
山
村
は
、
砺
波
志

留
志
が
東
大
寺
に
寄
進
し
た
田
百
町
で
あ
り
、

そ
の
現
地
比
定
は
古
代
豪
族
の
開

発
地
の
具
体
像
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
西
井
氏
の
指
摘

を
ふ
り
か
え
る
こ
と
に
よ
り
、
南
の
二
図
と
併
せ
全
体
と
し
て
現
地
比
定
を
さ
ら

に
考
え
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
に
留
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

嵯
峨
源
氏
国
司
政
策
と
開
発

『
越
中
国
官
倉
納
穀
交
替
帳
』
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
前
期
と
い
う
長

期
間
に
わ
た
っ
て
、

一
地
域
の
正
倉
の
稲
穀
の
蓄
積
状
況
を
記
録
し
た
希
有
な
史

料
と
し
て
古
代
史
上
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
部
分
の
在
り
方
は
全
体
の
在
り
方
を

反
映
す
る
は
ず
だ
か
ら
、
こ
の
史
料
の
分
析
結
果
に
よ
り
当
時
の
一
般
的
な
在
地

社
会
の
生
産
や
田
租
の
蓄
積
の
状
況
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
こ
れ
は
越

中
国
砺
波
郡
の
史
料
な
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
地
域
の
歴
史
を
明
確
に
示
し
て
い

る
は
ず
で
あ
り

そ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
検
討
し
て
み
る
。

こ
の
史
料
か
ら
、
在
地
の
正
倉
の
稲
穀
蓄
積
の
変
遷
を
読
み
解
い
た
の
は
渡
遺

晃
宏
氏
の
「
平
安
時
代
の
不
動
穀
」
で
あ
る
。
こ
の
研
究
に
よ
り
砺
波
郡
意
斐
村

（
『
和
名
類
衆
抄
』
郷
名
の

「
意
悲
」
）

の
稲
穀
蓄
積
の
変
遷
が
明
確
に
さ
れ
た
。

渡
遺
氏
は
、
こ
の
史
料
に
記
録
さ
れ
た
期
間
に
稲
穀
蓄
積
の
停
滞
が
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。

一
度
目
は
天
平
期
、

二
度
目
は
延
暦
期
、
一
一
一
度
目
は
寛
平
期

以
降
で
あ
る
。
そ
し
て
天
平
期
は
遷
都
や
大
仏
建
立
な
ど
、
延
暦
期
は
造
都
と
征

夷
が
不
動
穀
消
費
の
原
因
で
あ
り
、
ま
た
不
動
穀
制
変
化
の
画
期
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
全
国
規
模
の
歴
史
事
象
に
地
方
の
財
政
が
連
動
し
、
稲
穀
の
増
減
が
そ
の

歴
史
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
改
め
て
渡
遁
氏
が
作
成
さ
れ
た
表
を
み
る
と
、
減
少
だ
け
で
は
な
く
、
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稲
穀
蓄
積
が
大
き
く
増
加
し
て
い
る
時
期
が
二
度
あ
っ
た
こ
と
を
看
取
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
も
何
ら
か
の
歴
史
を
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
膨
大
な
稲

穀
が
遠
隔
地
か
ら
村
の
正
倉
に
輸
送
納
入
さ
れ
る
こ
と
は
通
常
で
は
考
え
に
く
い

の
で
、
貯
蓄
が
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
地
元
で
の
税
収
が
増
加
し
た
こ
と

を
一
不
す
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
場
合
、
面
積
あ
た
り
の
生
産
高
が
急
増
す
る
こ
と

は
想
定
し
難
い
の
で
、
租
税
を
負
担
す
る
回
（
輸
租
田
）

の
面
積
が
増
加
し
た
こ

と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
を
考
え
て
み
る
。

一
度
目
の
増
加
は
、

天
平
勝
宝
二
年
（
七
五

O
）
か
ら
同
五
年
ま
で
で
あ
る
。

こ
の
期
間
で
は
年
平
均
約
一

O
七
三
餅
が
収
納
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
前
の
天
平
五

年
（
七
三
三
）

か
ら
天
平
勝
宝
二
年
ま
で
が
約
九
六
斜
、

そ
の
後
の
天
平
勝
宝
五

年
か
ら
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）

ま
で
が
約
三
一
四
併
で
あ
る
か
ら
、

天
平
勝

宝
期
が
突
出
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
越
中
国
砺
波
郡
域
で
考
え
ら
れ
る
開
発
の



契
機
は
、
や
は
り
東
大
寺
の
墾
田
地
の
設
定
で
あ
ろ
う
。
寺
院
の
墾
田
地
所
有
は

天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）

四
月
一
日
詔
で
許
可
さ
れ
、
同
七
月
乙
巳
に
寺
院
ご

と
の
限
度
額
が
決
ま
り
、
翌
年
三
月
に
民
部
省
符
に
よ
り
諸
国
に
施
行
が
命
じ
ら

れ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
稲
穀
蓄
積
が
増
え
る
時
期
と
一
致
し
て
い
る
。

意
斐
村
の
所
在
地
は
未
だ
に
不
明
確
だ
が
、
東
大
寺
荘
園
の
い
ず
れ
か
が
、
意

悲
郷
に
所
在
し
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
そ
の
荘
閏
を
同
郷
の

し
て
い
た
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
交
替
帳
の
稲
穀
の
増
加
を

人
が
耕
作
（
賃
租
）

み
る
と
、
東
大
寺
は
確
保
し
た
墾
田
地
に
お
い
て
大
規
模
な
開
発
に
よ
り
実
収
を

あ
げ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
央
権
力
に
よ
る
地
域
へ
の
働
き
か
け
の
実
効

性
、
砺
波
で
の
東
大
寺
の
墾
田
開
発
の
実
状
を
、
こ
の
史
料
か
ら
知
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

二
度
目
の
増
加
は
、
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）

か
ら
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）

ま
で

の
間
で
、
年
平
均
の
稲
穀
蓄
積
は
約
二

O
O八
斜
と
い
う
極
め
て
多
量
の
納
入
が

行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
前
の
承
和
一
三
年
（
八
四
六
）
か
ら
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）

ま
で
の
間
は
約
四
九
二
斜
で
あ
る
か
ら
、

四
倍
近
い
増
加
率
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
後
、
斉
衡
三
年
（
八
五
六
）

か
ら
貞
観
五
年
（
八
六
一
一
一
）
ま
で
も
や
や
多
く
約

八
二
五
併
で
あ
る
。
こ
の
倉
は
国
司
・
郡
司
の
管
下
に
あ
る
不
動
倉
で
あ
る
か
ら
、

収
納
稲
穀
の
増
収
は
輸
租
田
の
面
積
の
増
加
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
国
司
に
よ
っ

て
公
田
も
し
く
は
国
司
の
墾
田
の
強
力
な
開
発
事
業
が
推
進
さ
れ
た
結
果
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
当
該
期
の
越
中
国
司
の
顔
ぶ
れ
を
み
る
と
、

興
味
深
い
こ
と
に
こ
の
前
後
に
嵯
峨
上
皇
の
一
世
源
氏
が
集
中
的
に
国
守
に
就
任

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
う
し
た
状
況
は
越
中
以
外
に
も
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
そ
こ
で
改
め
て
、

そ
う
し
た
事
例
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

周
知
の
ご
と
く
嵯
峨
源
氏
は
、
嵯
峨
上
皇
が
多
数
の
皇
子
（
皇
女
）
に
か
か
る

経
費
を
節
約
し
、
皇
子
の
官
職
就
任
を
可
能
と
す
る
た
め
、
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）

に
信
を
始
め
と
し
て
源
姓
を
与
え
て
臣
下
と
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
実
際
に
彼
ら

は
天
皇
の
子
と
い
う
尊
貴
性
に
基
づ
き
、
大
臣
以
下
の
議
政
官
に
就
い
た
ほ
か
、

文
化
面
で
も
才
能
を
発
揮
し
た
こ
と
な
ど
が
、
多
く
の
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

一方、

ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
な
い
が
源
姓
の
一
世
お
よ
び
二
世
の
か
な

り
多
く
が
国
司
の
守
・
権
守
・
介
に
就
任
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
事
例
を
列
記

す
る
の
は
紙
幅
の
都
合
で
省
略
し
、
概
要
を
述
べ
る
と
、
国
司
就
任
者
は
、
中
央

の
顕
職
と
兼
任
あ
る
い
は
権
守
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
か
ら
、
任
官
の

主
目
的
は
実
質
的
な
国
務
担
当
で
は
な
く
国
守
の
俸
禄
と
そ
の
地
位
に
由
来
す
る

付
加
収
入
の
獲
得
を
目
的
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
源
氏
賜
姓
の
目
的
で
あ
る
宮

廷
経
費
の
節
約
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
源
氏
の
経
済
基
盤
の
確
保
に
他
な
ら
な
い

か
ら
、
ま
さ
に
そ
の
目
的
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
最
も
早
い
事
例
は
、
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天

長
五
年
（
八
二
八
）

の
従
四
位
上
源
信
の
播
磨
権
守
任
官
（
『
公
卿
補
任
』
天
長

八
年
条
）

で
あ
る
。
ち
な
み
に
親
王
任
国
制
は
同
三
年
施
行
で
あ
る
か
ら
、

そ
の

方
式
を
賜
姓
源
氏
に
適
応
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
事
例
は
嵯
峨
二
世
源
氏

に
加
え
、
文
徳
一
世
源
氏
以
下
に
及
ん
で
い
る
。
九
世
紀
に
集
中
的
に
進
め
ら
れ

た
嵯
峨
源
氏
の
国
司
任
官
は
、

か
れ
ら
の
収
入
源
の
確
保
を
目
的
と
し
た
、

お
そ

ら
く
嵯
峨
上
阜
の
意
向
に
よ
る
政
策
で
あ
る
。
そ
の
政
策
は
多
く
の
国
で
は
仁
和

年
間
で
ほ
ぼ
収
束
す
る
。

こ
こ
で
個
人
の
経
歴
を
例
示
す
れ
ば
、

一
世
源
氏
の
筆
頭
の
信
は
従
四
位
上
治

部
卿
で
、

天
長
五
年
（
八
二
八
）
播
磨
権
守
を
兼
ね
、
承
和
二
年
（
八
三
五
）
正

三
位
で
近
江
守
を
兼
ね
、

同
八
年
に
は
左
衛
門
督
で
武
蔵
守
を
兼
ね
て
い
る

（
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
年
間
十
二
月
二
十
八
日
嘉
伝
）
。

同
じ
く
一
世
の
弘

は
天
長
九
年
（
八
三
二
）
に
宮
内
卿
で
播
磨
権
守
を
兼
ね
、

同一

O
年
に
信
濃
守



に
遷
っ
た
が
宮
内
卿
は
引
き
続
き
兼
務
し
、

承
和
三
年
（
八
三
六
）

に
美
作
守

（
『
続
日
本
後
紀
』
正
月
十
一
日
条
）
、

同
五
年
に
治
部
卿
で
美
濃
守
も
継
続
し
て

お
り
、
同
一
一
一
年
（
八
四
五
）
治
部
卿
で
尾
張
守
を
兼
ね
て
い
る

（
『
日
本
三
代

実
録
』
貞
観
五
年
正
月
二
十
五
日
亮
伝
）
。
次
に
国
の
側
か
ら
事
例
を
見
る
と
、

例
え
ば
近
江
国
は
、

承
和
二
年
（
八
三
五
）

の
信
の
守
兼
任
以
降
、
仁
和
四
年

（
八
八
八
）

の
昇
の
介
（
『
公
卿
補
任
』
寛
平
七
年
条
）
ま
で
、
明
、
融
、
冷
、
針
、

多
、
勤
、
能
有
、
是
忠
、
希
ら
が
、
守
か
ら
権
介
ま
で
の
国
司
に
就
い
て
い
る
。

つ
ま
り
一
世
お
よ
び
二
世
を
主
と
す
る
九
世
紀
の
嵯
峨
源
氏
は
、
中
央
の
要
職

に
就
い
て
い
て
も
国
司
を
兼
ね
る
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。

ま
た
、

い
く
つ
か

の
国
は
、

必
ず
し
も
連
続
は
し
な
い
が
嵯
峨
源
氏
が
交
替
し
な
が
ら
国
司
を
継
続

的
に
兼
務
す
る
と
い
う
政
策
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
問
題
の
越
中
国
司
の
嵯
峨
源
氏
の
事
例
を
み
る
と
、
承
和
一
四
年
（
八

四
七
）
に
嵯
峨
一
世
の
正
四
位
下
刑
部
卿
明
が
守
を
兼
任
し
た

（
『
続
日
本
後
紀
』

同
年
正
月
十
二
日
条
）
。
彼
は
翌
嘉
祥
元
年
に
阿
波
守
に
遷
っ
て
い
る
（
『
続
日
本

後
紀
』
同
年
正
月
十
三
日
条
）

0

そ
し
で
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）

ヲ
」
十
品
、

世
の

従
四
位
上
刑
部
卿
寛
が
守
に
な
っ
た

（
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
同
年
正
月
十
二

日
条
）
。
斉
衡
三
年
（
八
五
六
）
に
は
一
世
の
従
四
位
上
啓
が
守
と
な
っ
て
い
る
。

彼
は
貞
観
一
万
年
（
八
五
九
）

に
加
賀
守
に
遷
っ
て
い
る

（
『
日
本
三
代
実
録
』
同

年
正
月
十
三
日
条
）
。
貞
観
一

一
年
（
八
六
九
）
、
二
世
（
弘
の
子
）

の
散
位
従
五

位
下
弼
が
権
介
に

（
『
日
本
三
代
実
録
』
同
年
三
月
二
十
三
日
条
）
、

元
慶
七
年

（
八
八
三
）
に
は
二
世
（
融
の
子
）
湛
が
守
に
な
っ
て
い
る
（
『
公
卿
補
任
』
寛
平

五
年
条
）
。
彼
は
仁
和
元
二
年
（
八
八
五
）

に
、
従
五
位
上
左
兵
衛
佐
兼
越
中
守

か
ら
、
右
近
衛
少
将
に
転
じ
た
が
越
中
守
は
継
続
し
て
お
り
（
『
日
本
三
代
実
録
』

同
年
正
月
十
六
日
条
）
、
翌
年
も
同
職
で
あ
っ
た

（
同
年
六
月
二
十
五
日
条
）
。

さ
て
、
稲
穀
が
格
段
に
増
加
し
た
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）

か
ら
斉
衡
二
年
（
八

五
五
）
ま
で
の
期
間
は
、
前
記
の
よ
う
に
一
世
の
従
四
位
上
刑
部
卿
寛
が
守
に
な
っ

の
翌
年
か
ら
三
年
間
で
あ
る
。
そ
の
問
、
史
料
で
は
越

た
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）

中
守
の
人
名
を
確
認
で
き
ず
、
判
明
す
る
次
の
事
例
は
斉
衡
三
年
（
八
五
六
）

の

啓
の
守
就
任
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
問
題
の
時
期
の
守
は
厳
密
に
は
不
明
で
あ
る

が
、
寛
が
在
任
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
続
く
多
め

の
収
納
の
時
期
は
、
啓
の
在
任
期
間
を
含
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
嵯
峨
上
皇
の
皇
子
で
あ
る
源
氏
国
守
の
在
任
と
輸
租
固
か
ら
の

収
入
激
増
が
ほ
と
ん
ど
同
時
期
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
嵯
峨
源
氏
国
司
の
収
入

増
の
た
め
に
国
街
が
強
力
に
公
田
や
墾
田
（
輸
租
田
）
の
開
発
を
推
進
し
た
こ
と
を

表
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

い
わ
ゆ
る
院
宮
王
臣
家
の
開
発
の
国

街
版
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
開
墾
に
よ
り
あ
ら
た
な
経
済
基
盤
を
確
保
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す
る
と
い
う
方
式
は
、
賜
姓
源
氏
を
始
め
た
嵯
峨
上
皇
自
身
が
嵯
峨
院
の
周
辺
で

行
っ
た
方
法
で
あ
っ
た
か
ら
、
同
様
の
方
法
に
よ
り
各
国
に
源
氏
の
経
済
基
盤
を

設
定
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
国
司
個
人
に
は
任
期
が
あ
る
が
、

あ
る
国
の
国
司
を
源
氏
が
交
替
で
務
め
れ
ば
、
権
力
基
盤
を
安
定
化
さ
せ
維
持
し

て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
交
替
帳
と
い
う
稀
有
な
史
料
に
よ
り
、
九
世
紀
半
ば
の
越
中
国
で
、
源

氏
国
司
の
主
導
に
よ
る
大
開
発
が
推
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

九
世
紀
半
ば
こ
ろ
の
地
域
社
会
に
お
い
て
、
嵯
峨
源
氏
国
司
が
大
き
な
影
響
を

与
え
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
、
が
、
開
発
以
外
に
も
嵯
峨
源
氏
国
司
が
越
中
に

残
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
射
水
市
赤
田
1
遺
跡
と
そ
の
出
土
品
に
み
る
貴
族

文
化
で
あ
る
。

こ
の
遺
跡
は
、

九
世
紀
後
半
を
中
心
と
す
る
大
溝
辺
に
お
け
る
被
い
、
お
よ
び



和
歌
を
伴
う
饗
宴
の
跡
と
し
て
、
出
土
遺
物
に
は
稀
有
な
草
仮
名
の
墨
書
土
器
、

猿
投
窯
産
の
陰
刻
花
紋
の
緑
粕
陶
器
皿
な
ど
が
あ
り
、
平
安
京
の
最
高
級
貴
族
文

化
と
直
結
す
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
特
に
猿
投
の
縁
軸
陶
器
は
嵯
峨
上
皇
の
後

院
冷
然
院
か
ら
多
数
出
土
し
、
嵯
峨
源
氏
が
国
司
と
な
っ
た
諸
国
か
ら
も
出
土
す

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
冷
然
院
か
ら
も
草
仮
名
の
墨
書
土
器
が

（却）

出
土
し
て
い
る
。

赤
田
1
遺
跡
は
、
嵯
峨
源
氏
国
司
の
在
任
期
間
の
遺
跡
で
あ
る
こ
と
、
嵯
峨
源

氏
と
深
く
関
わ
る
猿
投
窯
産
の
縁
軸
陶
器
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
冷

然
院
す
な
わ
ち
嵯
峨
上
皇
と
源
氏
の
文
化
と
直
結
し
て
い
る
こ
と
が
推
定
で
き
る

文
化
的
遺
跡
・
遺
物
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
源
氏
国
司

自
身
は
兼
官
の
場
合
が
多
く
任
国
に
赴
任
し
た
可
能
性
は
低
い
が
、
啓
の
卒
伝
に

「
斉
衡
中
、
拝
越
中
守
、
俄
而
遷
加
賀
守
、
累
歴
相
摸
・
越
前
守
、
並
不
之
任
」

（
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
八
月
二
十
七
日
条
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、

赴
任
す
る
こ
と
は
皆
無
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

ま
た
在
国
は
考
え
難
く
て
も
、

院
政
期
の
平
時
範
や
藤
原
為
房
の
よ
う
に
就
任
時
の
受
領
儀
礼
の
た
め
任
国
に
赴

く
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
赤
田
1
遺
跡
と
そ
の
遺
物
は
、
嵯
峨
源

氏
国
司
本
人
か
そ
の
代
官
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
く
、
平
安
京
冷
然

院
、
嵯
峨
院
（
大
沢
池
と
名
古
曽
滝
跡
）
な
ど
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
、

比
較
検
討
す
べ
き
も
の
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

砺
波
地
域
に
関
わ
る
東
大
寺
荘
園
史
料
は
す
で
に
研
究
し
尽
さ
れ
て
い
る
か
の

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、

ま
だ
ま
だ
見
直
し
に
よ
り
新
た
な
論
点
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
注
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
嵯
峨
源
氏
の

ま
た
、

国
司
任
官
は
、
源
氏
の
経
済
基
盤
確
保
を
目
的
と
す
る
政
策
で
あ
り

そ
れ
は
任

国
に
お
け
る
開
発
を
推
進
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
越
中
国
に
お
い
て
そ
れ

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
嵯
峨
上
皇
の
指
向
す
る
最
新
の
宮

廷
貴
族
文
化
の
任
国
へ
の
移
入
と
い
う
文
化
的
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
越
中
国
の
事
例
は
、
嵯
峨
源
氏
国
司
制
と
も
一
言
え
る
体
制
と
そ
の
開
発
動
向

や
文
化
伝
流
の
側
面
を
資
・
史
料
に
よ
っ
て
確
認
し
、
そ
れ
ら
を
同
一
時
期
・
地

域
の
同
一
事
象
と
し
て
立
体
的
に
復
元
で
き
る
稀
有
な
事
例
と
い
う
こ
と
が
で
き

ょ
う
。
今
後
、
文
献
資
料
が
増
加
す
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
検
討

し
た
情
報
と
関
わ
る
遺
跡
や
遺
物
は
、
こ
れ
ま
で
見
つ
か
っ
て
い
る
も
の
に
含
ま

れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
見
つ
か
る
可
能
性
も
少
な
く
な
い
と
思

切っノ。

（
す
ず
き
・
け
い
じ

富
山
大
学
人
文
学
部
教
授
）
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i主（1
）
金
田
章
裕
『
古
代
荘
園
図
と
景
観
』
東
京
大
学
出
版
会

『
古
地
図
か
ら
み
た
古
代
日
本
土
地
制
度
と
景
観
』
中
公
新
書

一
九
九
八

九
九
九

「
東
大
寺
領
越
中
国
新
川
郡
大
薮
荘
・
丈
部
荘
を
め
ぐ
っ
て
」
『
史
林
』
九
九
三

二
O
一
六

（2
）
「
越
中
国
諸
郡
荘
園
惣
券
第
ご
（
東
南
院
文
書
三
橿
二
十
八
巻
）
は
、
『
大
日
本

古
文
書
』
四

三
七
五
頁
、
『
大
日
本
古
文
書
』
東
大
寺
文
書
二

五
四
一
号

九
五
頁
、
小
口
雅
史
『
日
本
古
代
土
地
経
営
関
係
史
料
集
成
東
大
寺
領
・
北
陸
編
』

同
成
社

九
九
九

開
田
図
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
日
本
荘
園
絵
図

車用影』

東
日
本

同
『
日
本
荘
園
絵
図
緊
影
』
釈
文
編
一

九
九
五

上

二
O
O七

（3
）
「
越
中
の
東
大
寺
荘
園
と
田
図
」
木
本
秀
樹
編
『
古
代
の
越
中
』
二

O
O九

高一志



重主

院

4
）
『
第
六
十
六
回
「
正
倉
院
展
」
目
録
』
二

O
一
四

奈
良
国
立
博
物
館

八
番

八
O
頁

5
）
前
掲
注
（
1
」
に
同
じ

（6
）
西
井
龍
儀
・
小
林
高
範
「
呉
羽
山
古
道
の
調
査
」
『
大
境
』
第
二
五
号

二
O
O五

（7
）
『
富
山
県
歴
史
の
道
調
査
報
告
書

北
陸
街
道
』
W
章

富
山
県
教
育
委
員
会

の
『
越
中
道
記
』
（
『
富
山
県
史
』
史
料
編

W
付
録
）
に
は
「
大
道
」
（
北
陸
街
道
本
道
）
左
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
史
料

九
八

正
保
四
年
（
一
六
四
七
）

は
、
加
賀
藩
の
正
保
田
絵
図
付
属
の
道
程
帳
で
あ
る
。

（
野
積
正
吉
「
加
賀
藩
に
お
け
る
正
保
国
絵
図
と
道
程
帳
」
『
富
山
史
壇
』
第
二
二

参
Y

昭…）

八
号

。。

（8
）
『
常
国
遺
跡
調
査
報
告
』
高
岡
市
教
育
委
員
会

二
O
O八

（9
）
『
石
山
寺
資
料
叢
書
史
料
篇
』
第
一

法
蔵
館

一
九
九
六
、
木
本
秀
樹
『
越
中
古

代
社
会
の
研
究
』
第
三
章

高
志
書
院

（
印
）
渡
遺
晃
宏
「
平
安
時
代
の
不
動
穀
」
『
史
学
雑
誌
』
九
八
巻
一
二
号

。。

一
九
八
九

（
日
）
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
年
四
月
甲
午
条
、
同
二
年
七
月
乙
巴
条
、
『
東
大
寺
要

録
』
封
戸
水
田
章
所
引
天
平
勝
宝
二
年
二
一
月
二
十
九
日
「
民
部
省
符
」

天
平
勝

宝
二
年
に
山
陽
道
諸
国
街
へ
施
行
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
北
陸
道
に
お
い
て

も
同
じ
頃
で
あ
ろ
う
。

（
ロ
）
神
護
且
一
雲
元
年
（
七
六
七
）
の
井
山
村
墾
田
地
図
の
二
七
条
高
棟
東
里
四
行
三
山

田
に
「
小
井
郷
戸
主
岐
部
三
口
戸
治
団
二
段
百
廿
歩
」
と
あ
る
。

（
日
）
弘
仁
五
年
五
月
八
日
詔
（
『
類
緊
三
代
格
』
巻
十
七

『
新
撰
姓
氏
録
』
左
京
皇

別
上
「
源
開
制
臣

は
）
林
陸
朗
「
嵯
峨
源
氏
の
研
究
」

一
九
六
二
「
賜
姓
源
氏
の
成
立
事
情
」
『
上
代
政
治

社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

貴
族
の
生
活
と
文
化
』
講
談
社

一
九
六
九

赤
木
志
津
子
「
賜
姓
源
氏
考
」
『
平
安

最
近
で
は
松
本
大
輔
「
親
王
任
国

一
九
六
四

制
の
成
立
嵯
峨
源
氏
と
の
関
連
か
ら
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
五
四
号

。

一」ノ、

（
日
）
以
下
の
国
司
の
事
例
検
討
は
、
宮
崎
康
充
編
『
国
司
補
任
』
二

一
九
九
九
）
を
手
掛
か
り
と
し
た
。

八
木
書
店

（
凶
）
木
本
秀
樹
「
古
代
越
中
国
司
一
覧
考
」
『
越
中
古
代
社
会
の
研
究
』
第
三
章

高
志

書
院

。。

（
げ
）
金
田
章
裕
「
平
安
初
期
に
お
け
る
嵯
峨
野
の
開
発
と
条
里
プ
ラ
ン
」

一
九
七
八

（
『
条
里
と
村
落
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
大
明
堂

一
九
八
五

（
凶
）
『
赤
田
I
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
小
杉
町
教
育
委
員
会

。。
『
射
水
市
内

遺
跡
発
掘
調
交
報
告
I
赤
田
I
遺
跡
本
発
掘
調
査
・
串
田
地
区
試
掘
調
査
』
射

水
市
教
育
委
員
会

二

O
O八

鈴
木
景
二
「
平
安
前
期
の
草
仮
名
墨
書
土
器
と

地
方
文
化
｜
富
山
県
赤
田
I
遺
跡
出
土
の
草
仮
名
塁
書
土
器
｜
」
『
木
簡
研
究
』
第

号

二
O
O九

鈴
木
景
一
一
「
近
年
の
出
土
仮
名
文
字
資
料
に
つ
い
て
」
『
日

-33一

本
史
研
究
』
六
三
九
号

0 

五

（
ゆ
）
尾
野
善
裕
「
古
代
尾
張
に
お
け
る
施
紬
陶
器
生
産
と
歴
史
的
背
景
」
『
新
修
名
古
屋

市
史
』
資
料
編
考
古
二

。

（
却
）
『
平
安
京
発
掘
調
査
報
告

左
京
二
条
二
坊
二
・
三
町

炊
御
門
大
路
・
二
条
城
北
遺
跡
』
関
西
文
化
財
調
査
会

冷
然
院
・
神
祇
官
町
・
大

0 

四

『
平
成
幻

年
度

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
出
土
遺
物
文
化
財
指
定
準
備
業
務
報
告
書
平
安
京
左

京
二
条
二
坊
「
冷
然
（
泉
）
院
」
出
土
品
』
京
都
市
文
化
市
民
局

二
O
二ハ

（
幻
）
村
井
康
彦
『
王
朝
風
土
記
』

角
川
選
書

二

0
0
0
森
公
章
『
平
安
時
代
の
国

司
の
赴
任
』
吉
川
弘
文
館

一一

O
二ハ




